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インジウム化合物等3物質に係る労働安全衛生法関係法令の見直しに自白する

WTO事務局への通報について(依頼)

貿易の技術的障害に関する協定 (WTO.TBT協定)の趣旨を踏まえ、機記の{牛にIlflし、下記に

ついて外務省への通報方依頼する。

き己

1に必づき、日iJ添 1につき、通問到、報に掲載する(牛

2に基づき、月iJ添2につき、WTO事務局へ通報する件

同協定第2条第9

同協定第2条第9
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官

(日IJ添 1) 

規格 ・基準などの事前意図公告

[この公告は、 TsT協定第 2条9_ 1 1こ 1.~つくものです。 ]

インジウム化合物等 3物質に係る 7~'倒j安全俳i生 Itl比l係法令の見直しについて

!マ記のとおり、労働安全衛生法関係法令の一部を改正するr'iiですのでお知らせします。

本件に限l し街I，~:見のある場合には、Jilj 山 を付して F記述絡先まで文 jFで御提出 Fさい。

('，U:話によるな凡の提fUは制l述l包下さい。)

なお、 itl1広見に対して側別に1"1符はいたしかねますので、その円御了庶民両います。

d己

1 _ i牛名

インンウム化合物等 3 物質に係る 'Jí'仰J安全得r' l:法 mJ係法令の !'~ I立しについて

2 対象品目

インジウム化合物、エチノレベンゼン、コバノレト及びその化f干物政びにこれらを合作す

る製剤その他の物

3 趣旨

対象 II"~I [1の製造又は取扱いにおける労 働首の健康I1市古を|防止するため、 'Jr.%il'lに必要

な対策をJ宝務付ける。 (詳細11は]jlJ紙のとおり)

4 施行予定日

未定

5 意見提出先

厚生労働省労働基準日安全j!(;j'tiffl化'{:.物質対策課化学物質，l'Î(lili室

〒100-8916 東京郎千代 111 区民が I~J [-2-2 

電話番号 03-5253・1111 内線 5511)

FAX番号 03-3502-1598 

6 意見提出期限

WTO事務局から配布された後 60，11m 



(日IJ紙)

( 1 )インジウム化合物及びこれを含有する製剤lその他の物について

インジウム化合物放びこれを含有する製剤lその他の物について、労働安全衛生法施行令(昭

和 47年政令第 3¥8号)日IJ表第3の第2縞物質に係る姶iZI義務である、発l放lfnfljlJflH丘を講ずる

こと、作業環境測定を行うこと、作業場を清掃することなと、労働者の健康障害を防止する

ための椛慣を、、'i該物を製造し、又はl取り扱う'作業者に対し義務付ける。

また、当該物を議渡し、又は促供する者に、労働安全衛生法(Ils;fn47年法i!ttn57号)第

57条に基づく務総又は包装への名称等の表示を議1先付ける。

}J¥Jえて、インジウム及びその化合物を合有する製高IJその他の物を譲渡し、又は提fJけ一る者

に、労働:安全術生法第 57条の 2に基づく名TI¥;等の通知が浅i先付けられる:'i該物のw四を、 他

のがん原性物質と|百l傑の範囲とする。

( 2 )エチノレベンゼン及びこれを合有する製剤その他の物について

エチノレベンゼン及びこれを合作する製剤その他の物について、労働安全1:'f.f生法胞1]-令)]1J表

苛~6 の 2 に掲げる物質に係るt111ιi宝務である、発 i放 jJjl:!ilJj"I'，位を H昨ずること、作業広I境測定を

わうことなど、 'fj仰IJ -X-の{辿/，~附;与を I\!ï ¥1ーするための桃山を、三円"刻却をJlIV、て冷淡154古を1fう

Jr ;Rc/'iに対し義務イlける。

また、当該物を液波し、51.は侃fJけ一る.If，こ、労働安全i桁ノ|三11.，>l'¥57条にJ占づく待旅又は包装

への名柄、う?の表示を浪務イ、「ける。

( 3 )コパノレ ト及びその化合物並びにこれ らを合作する製剤その他の物について

コハノレ卜及びその化合物並びにこれらを含有する製剤lその他の物について、労働安全術生

11，)血行令~JIJ表立~3 の第 2 匁i物質に係る Jlfi丘義務である、1E I世 JnJ (ii11 中li i丘を，:lltずるこ と、 作業52

境U!IJAEを行うこと、作業場を1，円、1}することなど、労働Ifの健闘l市合を防止するための十!?i白を、

、 li 該物を製造し、又は取り扱う 'J~.:R1i-に対し地務付ける。

また、当該物を議渡し、又は提供す る斤に、労働安全j:';j'1':11ミ耳)57条に法づく科目it又は包装

への名fi¥ぺすの表示を浅務付ける。

なお、労働安全術生法関係法令は、次のURLにおいて人下できる。

労働安全衛生法(v.:f文)

Ilt Ij). • ww¥V. .11110ぉh.go. .IIJ_ i {'j】刊し 11じosh--n I d/ .IHP<:IIll'討C:C'OUIILrv， j~lP é.lll/ 1 < ， w 吋 01 0ιl' i 1¥(1<・入 hLJl11 

労働安全衛生法施行令(英文)

|1Llp:l/www..iniosh.go.jp/icJ)].()ノ JICO山一01d!.japancsc/ cOLln l ry !.iapan/ I a ws/02 _cn r/ i nclcx. h lIlIl 

特定化学物質11草:芸予防mWI(英文)

1llLp:/lwww..iniosh.go.jp/icpro!.ji【05h-o ¥ d/ j3P8neSC/ COlll1 L ry / j spa 11/ ¥ aws/03 re ¥ /08_so ¥町Ledc

hC'IsI<:als__l"egjindex. hlml 
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(月1)添 2)

項 目 内 令π匂，.司

1 国名 日本国

2.所管課 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課

3 協定線拠 第 2条第 9.2

4 対象品目及び関税番号 インジウム化合物、エチ/レベンゼン、コバルト及びそ

の化合物並びにこれらを含有する製剤lその他の物

5.件名 インジウム化合物等 3物質に係る労働安全衛生法関

係法令の見直しについて

6 内容 対象品目の製造又は取扱いにおいて、当該物質のガ

ス、蒸気又は粉じんの発散を抑制する設備の設置等事

業者に労働者の~康障害防止に必要な対策を義務付

ける。

7 目的 有害な化学物質による労働者の健康隙宮を防止する

ため労働安全衛生法関係法令を改11:するものである。

8 関係文書 労働安全衛生法令、改正された11寺に官級に公7jてするo

9. i/il)定予定円及び実施予 制定予定日 未定

定日 実施予定日 未定

10 意見提出期限 平成24年O月O日 (WTO事務局から配布された後

60 日間)

11 資料入手先 厚生労働省労働基準局安全術生部化学物質対策課化

学物質評価室

住所 干100-8916 点京間γF-11:;111 I孟i12が|矧 [-2-2

電話 +81-3-5253-1111 (内線 5511)

FAX +81-3-3502-1598 




